
以下の製品を認定基準に追加
・飲食器（再生資源：珪砂水簸の微小珪砂※）
・線香

→ 今回の改正により、ふくくるに認定することが

できるようになりました！！

※珪石鉱山で採掘・粉砕などの工程により生じた
規格外の微細粒子を、水で分離・回収したもの

福岡県県産リサイクル製品認定制度認定基準

107 日用品・家庭用品

15 飲食器
再生資源は陶磁器、木質又は微小珪砂とし、再生資源が陶

磁器の場合は①、木質の場合は②、微小珪砂の場合は③の基
準を満たすこと。

① 使用済み陶磁器を15％以上（重量比）使用していること。
② 木質部の原料として間伐材又は低位利用木材を100％

使用していること。
③ 珪砂採取において珪砂水簸により生じる微小珪砂を

35%以上（重量比）使用していること。

・・・

００１ 紙類
002 文具類

・・・



２０ 線香
製品質量（染料、香料、糊剤を除く。）に占める間伐材、廃木

材、廃植物繊維、低位利用木材及び使用済木製品の割合が製
品質量の100％であること。

また、香料、染料、糊剤については、次の要件を満たすこと。
香料：IFRAの基準に従って使用されていること。
染料：次のいずれかを満たすこと。

①食品衛生法に規定する「食品添加物」であること。
②医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律に規定する「化粧品基準」として
認められていること。
③「医薬品等に使用することができるタール色素を
定める省令（化粧品法定色素）」として認められてい
るものであること。

糊剤：安全データシート(SDS)を備えていること。

詳細については別添（新旧対照表）、またはふくくるHP＜「要綱および
様式」＜「福岡県県産リサイクル製品認定制度認定基準」をご覧ください。



（下線部分は改正箇所）

福岡県県産リサイクル製品認定制度認定基準　新旧対照表

現　　　行改　　正　　案


